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監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ 

 

当社は、本日平成 27 年 5月 14 日開催の取締役会において、本年 6月開催予定の定時株主総会において

承認されることを条件に、平成 27 年 5 月 1 日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第

90 号）により創設される「監査等委員会設置会社」に移行することを決議いたしましたので、下記のとお

りお知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．移行の目的 

「監査役会設置会社」である当社は、現在 4名の社外監査役（独立役員）で構成される監査役会によ

って取締役の業務執行を監査しておりましたが、「監査等委員会設置会社」に移行し、監査等委員で

ある社外取締役による取締役会における議決権行使を通じて、監査・監督機能の更なる強化を図ると

ともに、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることで、企業価値向上を目指していくこと

といたしました。 

 

２．移行の時期 

2015 年 6 月 26 日開催予定の当社第 16 期定時株主総会において、必要な定款変更に関するご承認を

いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 

 

３．その他 

定款変更の内容及び役員等を含む移行の詳細につきましては現時点では未定であり、詳細について

は決定次第お知らせいたします。 

 

 

以上 


